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 2016年 3月 14日時点 

株式会社 LITALICO 

代表取締役社長 長谷川敦弥 

問合せ先：  経営企画部   03-5704-7355  

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社の企業理念である「世界を変え、社員を幸せに」を実現するため、高い倫理観を持ち事業の成長、

発展を継続し、当社に関わるあらゆる方々からの信頼を得ることが重要であると認識しております。こ

れを実現するために必要な「経営の透明性・公正性・迅速性」の向上に向け、コーポレートガバナンス

の強化に努めます。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

基本原則のすべてを実施してまいります。 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

長谷川 敦弥 3,024,000 39.38 

佐藤 崇弘 1,956,000 25.47 

穐田 誉輝 852,000 11.09 

LITALICO従業員持株会 564,000 7.34 

若新 雄純 198,000 2.58 

中俣 博之 138,000 1.80 

伊藤 崇 132,000 1.72 

北山 剛 114,000 1.48 

土田 扶門 90,000 1.17 

本郷 純 90,000 1.17 

 

支配株主名 － 
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親会社名 該当事項はありません     

 

補足説明 

－   

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 東京マザーズ 

決算期 ３月 

業種 サービス業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 1000人以上 

直前事業年度における(連結)売上高 100億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

－ 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

該当事項はありません 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 10名 

定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 ５名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 １名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

１名 

  

会社との関係(１) 
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氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j K 

三木 雄信 他の会社の出身者        △    

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e及び fのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関

する補足説明 

選任の理由 

三木 雄信 ◯ 当社は、三木氏

が代表取締役

社長を務める

トライオン株

式会社の提供

する通信教育

サ ー ビ ス を

2010 年１月よ

り当社の就労

支援事業で使

用する講座の

一部として利

用しておりま

したが、2013

年度末日をも

って取引は終

了しており、ま

企業経営者としての豊富な経験と高い見識

に基づき、社外の第三者の視点で当社の経営

に対する適切な助言及び意見をいただける

ものと判断したため、社外取締役として選任

いたしました。 

また、東京証券取引所が定める独立役員の独

立性基準及び開示加重要件のいずれにも抵

触しておらず、現在は当社と同氏との間に利

害関係はなく、一般株主との間で利益相反が

生じるおそれがないと判断しているため、独

立役員として指定しております。 
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た、同年度にお

ける当社の販

売費及び一般

管理費に占め

る金額は僅少

でありました。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

なし 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 ４名 

監査役の人数 ３名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は、株主総会や取締役会への出席、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権

利行使をしており、その一環として、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行ってお

ります。監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行にあたり、内部監査室と

緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施しております。監査役は、内部監査室から監査計画

と監査結果について定期的に報告を受け、その監査結果を監査役監査に実効的に活用しております。ま

た監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、積極的に意見及び情報の交換を行い、相互に監査計画

を説明することにより効率的な監査を実施するよう努めております。監査役より取締役会での議論の内

容・取締役等との面談や事業所等への視察結果報告、会計監査人より監査の現状進捗報告などが行われ

ております。監査役と内部監査室、会計監査人は、必要に応じ会合をもち、主として財務報告に係る内

部統制に関し、意見交換を実施しております。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ２名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 

０名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

A b c d e f g h i j k l M 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

5 

佐藤 彰一 弁護士          △    

樋口 哲朗 公認会計士              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g及び hのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足

説明 
選任の理由 

佐藤 彰一  当社は、佐藤氏と 2012

年９月より顧問弁護士

契約を締結しておりま

したが、社外監査役就任

に伴い、2013 年６月付

で解除しております。 

当社の事業領域である障害福祉分

野で豊富な経験を有する弁護士で

あり、特に法令遵守や提供サービス

の質の視点から、当社を客観的に監

査を行っていただけるものと判断

したため、社外監査役として選任し

ております。 

樋口 哲朗  ― 公認会計士として財務・会計面での

豊富な経験と高い見識に基づき、当

社を客観的に監査を行っていただ

けるものと判断したため、社外監査

役として選任しております。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 １名 

その他独立役員に関する事項 
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当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものは

ありませんが、その選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引

所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社は、当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材を

確保することを目的として、当社の取締役及び従業員に対し、インセンティブとしてストック・オプシ

ョンを付与しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員 

該当項目に関する補足説明 

社内取締役、社外取締役及び従業員については、業績向上に対する貢献意欲や士気を従来以上に高め、

また企業価値の増大を図るために、就任又は在籍の時期や期間、今後の業績拡大への貢献度等を勘案し

て定めた数のストックオプションを付与しております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬額の総額が１億円以上の者がいないため、個別報酬の開示を行っておりません。 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役の報酬については、株主総会決議による取締役全員の、報酬額の報酬限度額の範囲内において、

取締役会から一任を受けた社長が各取締役の職務、責任及び実績に応じて決定することとしておりま

す。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

当社では、経営企画部において、社外取締役（社外監査役）に対して、取締役会等の会議体にかかる議

案や関連資料の配付、その他必要に応じて個別に質疑応答を行う等、各種サポートを行っております。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 
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（１）企業統治の体制 

当社は、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を置いています。取締役会が、

取締役の職務の執行を監督し、また、監査役が独立の機関として、取締役の職務の執行を監査する体制

をとっております。 

（取締役会） 

取締役会は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授

権された事項その他の法令及び定款に定められた事項を決定し、また、取締役の職務遂行の状況を監督

しています。取締役会は、社外取締役１名を含む取締役５名で構成され、原則として毎月１回開催する

ほか、必要に応じて随時開催しています。 

（経営会議） 

取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項を協議決定することを目的に、経営会

議を設置し、迅速かつ適切な意思決定に資する体制をとっております。 

（監査役会） 

監査役会は、常勤監査役１名と社外監査役２名の３名体制で構成され、原則として毎月１回開催する

ほか、必要に応じて随時開催しています。監査役会は、監査に関する意見を形成するための唯一の協議

機関かつ決議機関であり、各監査役は監査役会の報告を通じて監査の実効性の確保に努めております。 

（リスク管理委員会） 

当社では管理本部長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、原則として四半期に１回開催し、リ

スクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。 

(２）内部監査及び監査役監査 

当社は、内部管理体制強化のための代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、当社の組織、

機能、遵法性に関する内部監査を２名で実施しております。内部監査室は、当社の定める内部監査規程

に基づき、業務運営と財産管理の実態を調査し、監査報告として代表取締役社長に報告し、業務運営の

改善に資するようになっております。 

また、監査役は取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況及び取締役会の各取締役に対する

監督義務の履行状況を監視し検証しています。さらに、その他の重要な会議へ出席することや重要な書

類等の閲覧、取締役や従業員への職務執行状況の聴取を通じて監査を実施しております。また監査役

会・会計監査人・内部監査室間において、情報共有化や意見交換等の相互連携を適宜行っており、監査

の効率的実施と一層の有効化を図っております。 

（３）会計監査の状況 

当社は、会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しており、正確な経営情報を提供する等して、

公正不偏な監査ができる環境を整備しております。 

（４）責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第

425条第１項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該
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社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないと

きに限定されます。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、監査役会設置会社であり、会社の業務に精通した社内取締役及び豊富な経験と高い見識のある

独立性の高い社外取締役によって構成された取締役会と、取締役会から独立し、かつ社外監査役を半数

以上とする監査役会によって、適正な業務執行と迅速な意思決定を行える経営体制を構築しておりま

す。現状の体制により、業務執行に対する監督・監査は適切に機能していると判断しております。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権行使ができるよう、早期

発送に努め、当社ホームページにおいても掲載することを予定しております。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

株主総会を活性化するために、より多くの株主が出席しやすい日を設定するよう

努めます。 

電磁的方法による

議決権の行使 

今後検討していくべき課題と認識しております。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

今後検討していくべき課題と認識しております。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

今後検討していくべき課題と認識しております。 

その他  

実施していない  

 

 

２．IRに関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リシ ーの 作

会社法、金融商品取引法及び証券取引所の定める「適時開示

規則」に沿って、適時かつ適正な情報開示に努めたいと考え
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成・公表 ており、関係法令や適時開示等に関する規則に該当しない情

報につきましても、株主・投資家の皆様のご期待に応えるべ

く、積極的かつ公平に開示していくという方針を当社ウェブ

サイトに掲載する予定です。 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加

え、必要に応じて半期に１回説明会を開催する予定です。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加

え、必要に応じて半期に1回説明会を開催する予定です。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

決算短信・四半期情報、有価証券報告書、四半期報告書、そ

の他適時開示に必要な資料を掲載する予定です。   

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

IRに関しては、経営企画部が担当しております。 
 

実施していない   

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

ステークホルダーの利益を尊重すると共に、全てのステークホルダーに対して適

時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しております。 

そのため、当社ホームページ及び決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対

する情報提供を行い、経営の透明性の実現に努める予定です。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、経営理念を実践する過程において、健全性を維持しながら企業価値を継続的に増大させること

を主眼に、コンプライアンスの遵守及び、公正で透明性の高い経営を確保していくことがコーポレー

ト・ガバナンスの基本であると考え、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するために必要な体制の

整備を図っている。なお、以下に掲げる事項は、当社において既に構築され、実施されている体制につ

いて確認するものであるが、今後も不断の見直しにより、その時々の要請に合致した体制を構築し、実

施していくものである。 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を置いている。取締役会が、取

締役の職務の執行を監督し、また、監査役が独立の機関として、取締役の職務の執行を監査する体制を
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とっている。 

（２）代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、当社の組織、機能、遵法性に関する内部

監査を実施している。内部統制状況は正確かつ客観的に把握、評価され、監査報告として代表取締役社

長に報告されている。 

（３）経営理念として理念・ビジョンを整備し、全社総会や各部門の会議の場等を用いて全社への浸透

を図っている。 

 

 

【理念】                 「世界を変え、社員を幸せに」 

 

「世界を変える」 

すべての人の可能性が最大に拡がる社会の仕組みを築くとともに世界が誇れる文化を創出する 

 

「社員を幸せにする」 

社員を幸せにすることが関わる人の幸せにつながる 

人間性を重視し、自主性を尊重した自由闊達な風土を築く 

 

【ビジョン】             「障害のない社会をつくる」 

 

（４）就業規則にて規則遵守について規定するとともに、公益通報者保護規程を整備し、使用人の不正

など原則を逸脱した行為の発見・是正に関する諸事項、通報処理体制、当事者の責務について規定して

いる。 

（５）市民社会や秩序の安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関わらずに断固として排除

する旨を反社会的勢力排除に向けた基本方針及び反社会的勢力対策規程において規定し、代表取締役社

長以下、組織全体として対応し、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を継続的に推進してい

る。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（１）株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び取締

役会規程、機密情報管理規程、文書管理規程に基づき、適切に保存・管理を行っている。 

（２）機密情報管理規程や文書管理規程に基づき、これらの機密情報、文書等は取締役や監査役等から

の要請があった場合に備え、容易に引出すことができるよう整理している。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）当社は管理本部長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、原則として四半期に１回開催し、

リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討している。また、管
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理本部長が全社的なリスク管理活動を総括し、平時のリスク分析・リスク軽減、BCP を始めとする危

急時の対処及び報告体制の構築等に努めている。 

（２）リスク管理規程を整備し、リスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び損失の最小

化を図っている。 

（３）内部監査室が経営組織の内部統制状況及び業務運営に係る法令・規程の遵守状況等を評価し、横

断的なリスク管理の監視を行っている。 

（４）個人情報保護の取組みとして、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク認

定取得を完了し、認定基準に則った個人情報の適切な取扱いを推進、強化している。 

（５）情報システム管理規程及びセキュリティポリシーを制定し、情報セキュリティの強化施策を推進

している。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）取締役会は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議によ

り授権された事項その他の法令及び定款に定められた事項を決定し、取締役の職務遂行の状況を監督し

ている。 

（２）取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催する。 

（３）取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項を協議決定することを目的に、経

営会議を設置し、迅速かつ適切な意思決定に資する体制をとっている。 

（４）業務の効率化を実現するため、その時々の要請に応じた社内組織の編成を行うことができる体制

をとっている。 

（５）日常の職務の執行に際しては、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき権限の委譲を行い、各レ

ベルの責任者の職責を明確にするとともに、効率的な職務を遂行できる体制を構築している。また、中

期経営計画・年度計画を策定し、目標・進捗管理の精度向上を図っている。 

 

５．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役会は、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項を決議し、取締役会に対して

当該体制を整備するよう要請することができる。 

 

６．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指

示の実効性の確保に関する事項 

（１）監査役より指示を受けた前号の使用人について、その指示に関して取締役及び兼務の場合は所属

部門長等の指揮命令を受けない。 

（２）同使用人の人事評価や人事異動については、監査役の同意を得た上で決定する。 

 

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、及び報告

をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
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（１）著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがある場合は、取締役及び使用人は監

査役に対して遅滞なく報告を行う。 

（２）監査役はその職務の遂行のために必要と判断したときは、取締役及び使用人に対して報告を求め

ることができる。 

（３）監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な

会議又は委員会に出席する。 

（４）公益通報者保護規程に基づく通報内容は監査役に報告される。 

（５）内部監査室は監査役に対し、経営組織の内部統制状況及び業務運営に係る法令・規程の遵守状況

等の評価について定期的に報告を行う。 

（６）監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として不

利益な取扱いを行うことはない。 

 

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費

用又は債務を処理するものとする。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１）監査役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催する。 

（２）監査役は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整

備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表

取締役社長との相互認識を深めるよう努める。 

（３）監査役は、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、主要な稟議書・その他業務執行に関する

重要な情報、文書を閲覧することができ、意見を述べることができる。 

（４）監査役は、会計監査人との十分な連携を図る。 

（５）監査役は、内部監査室に監査の協力を求めることができる。内部監査室は、監査役による効率的

な監査に協力する。 

（６）監査役は、総務部門、経理部門及び法務部門その他の各部門に対して随時必要に応じ、監査への

協力を求めることができる。 

 

１０．財務報告の適正を確保するための体制 

代表取締役社長は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ

適切な提出のため、財務報告に係る内部統制規程に基づき内部統制システムの構築を行い、その仕組み

が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う体制を構築していく。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 
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１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社は、「反社会的勢力排除に向けた基本方針」において、反社会的勢力とは一切の関わり持たず、ま

た不当要求等には外部機関と積極的に連携しながら組織として対応し拒絶することを定めております。 

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況 

（１）社内規程の整備状況 

当社は、上記基本方針のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」を制定し、いか

なる場合においても反社会的勢力に経済的利益を提供しないことを明記しております。また、反社会的

勢力との具体的な対応については、「反社会的勢力対応マニュアル」にて定めております。 

（２）対応統括部署及び不当要求防止責任者 

当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理本部と定め、不当要求防止責任者を選任しております。 

（３）反社会的勢力排除の対応方法 

１：新規取引先・役員について 

日経テレコン 21で記事検索を行うとともに、疑わしいと判断した場合には、グーグルを使用し風説の

流布等のチェック、さらに公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターへの相談を行っております。

取引先との間で締結する取引契約書には「暴力団排除条項」を内包し、若しくは「反社会的勢力の排除

に関する確約書」の提出を求めることとしております。この書面に、反社会的勢力に属していないこと

の保証や、もし関係が判明した場合には即刻取引を解除する旨を明記しております。 

２：既存取引先について 

継続的な取引先についても年１回、同様のチェックを行い反社会的勢力との関係排除に努めておりま

す。 

３：判明時対応 

既取引先が反社会的勢力であることが判明した場合や疑義が生じた場合速やかに取引関係等を解消す

る体制をとっております。 

４：外部専門機関との連携状況 

当社は、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター

へ加盟、外部講習会・セミナー等に参加し、反社会的勢力との関係の排除意識の徹底とともに情報収集

にも努めております。 

５：反社会的勢力に関する情報収集・管理状況 

当社は、管理本部に反社会的勢力に関する情報を集約し、反社会的勢力データベースをもって情報の管

理を一元化しております。 

６：研修実施状況 

当社は、定期的に役員及び全社員に対して反社会的勢力対応に関する研修を実施し、反社会的勢力排除

に向けた体制整備を図っております。 

 

 

Ⅴ．その他 
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１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

― 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

（１）コーポレート・ガバナンス体制について 

模式図（参考資料）をご参照ください。 

 

（２）ディスロージャー体制について 

当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけ

ております。適時開示情報の収集、分析には組織的に対応を図るため、収集した情報は、逐次適時開示

責任者に集められ、適時開示体制の概要（模式図）に記載する手続きに従って公表すべき情報はタイム

リーに公表いたします。また、従業員に対する周知・啓蒙については、機密情報や個人情報の管理とと

もに、随時教育を行っております。 

 

【模式図(参考資料)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選任・解任 

株 主 総 会 

取 締 役 会 

監査役会 

代表取締役 内部監査室 

会 計 監 査 人 

各業務執行部門 

選任・解任 

選定・解職・監督 

選任・解任 

指示 
指示 

内部監査 

報告 

報告 

報告 

連携 

連携 

連携 

リスク管理委員会 

連携 

監査 

監査 

報告・指導 

報告 

経営会議 

報告 

報告 

指示 

指示 

指示 

報告 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 
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以上 

適時開示手続き

＜当社に係る決定事実＞

＜当社に係る発生事実・その他の事実に関する情報＞

　　　　　報告

＜当社に係る決算に関する情報＞

チェック

経営企画部 企画Gにて

取締役会議案のとりまとめ

経営企画部 企画Gにて

有価証券上場規程による

開示義務の確認

経営企画部 経理Gにて

有価証券上場規程による

開示義務の確認

取締役会決議

代表取締役社長

（執行責任者）

経営企画部長
（情報管理責任者）

情報開示

(TDNet,EDINET)

当社コーポレートサイト

への掲載

＜緊急事態等の発生＞

各事業部・各部署

経営企画部長

（情報管理責任者）

経営企画部 企画Gにて

有価証券上場規程による

開示義務の確認

経営企画部 経理Gにて

有価証券上場規程による

開示義務の確認

代表取締役社長

（執行責任者）

経営企画部長

（情報管理責任者）

各取締役

監査役会

情報開示

(TDNet,EDINET)

当社コーポレートサイト

への掲載

TDNet、EDINETで公表後、

自動的にホームページに

掲載

TDNet、EDINETで公表後、

自動的にホームページに

掲載

会計監査人

顧問弁護士

適時開示担当

者が公開資料

の作成

経営企画部 経理Gにて

開示書類を作成し、有価証

券上場規程による開示義

務の確認

取締役会決議
経営企画部長
（情報管理責任者）

情報開示

(TDNet,EDINET)

当社コーポレートサイト

への掲載

TDNet、EDINETで公表後、

自動的にホームページに

掲載

会計監査人

適時開示担当

者

協議

連絡

上程 報告

取締役会決議

上程

連絡

協議

報告

報告

適時開示担当

者が公開資料

の作成

助言

指示

開示

開示

上程 指示 開示


